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めの施策を進めていく必要もある。  

【現場における支援を担う人的資源の拡充や雇

用の安定化】 

・スクールソーシャルワーカー・スクールカウン

セラーの学校における専門スタッフとして相

応しい配置条件の実現に向け、配置時間の充実

等を図る。       《文部科学省》 

 

 

 

 

 

 

 

 

・母子・父子自立支援員等によるひとり親家庭に

対する相談支援体制の実態調査を行い、その結

果を踏まえ、必要な対策の検討を行った（年度

内に調査結果を取りまとめ令和３年３月に調

査結果を公表した）。     《厚生労働省》 

 

・相談対応ツールや研修ツールなどを作成し、母

子・父子自立支援員等の専門性の向上及び相談

支援体制の充実を図る（令和３年度予算を活用

し実施している）。      《厚生労働省》 

 

 
 
 
・関係会議等においてスクールソーシャルワーカー・スクール

カウンセラーの職務の理解促進に向けた周知を図るととも

に、配置時間の充実等に必要な経費を令和４年度概算要求に

計上した。 

（令和４年度概算要求での改善状況） 

・スクールカウンセラーの貧困対策のための重点配置の充実

（＋500校） 

・スクールソーシャルワーカーの貧困対策のための重点配置の

充実（＋500校） 

《文部科学省》 
 
 
・ひとり親家庭に対する相談支援体制の実態把握を行うため、「母

子・父子自立支援員等による相談支援体制の実態に関する調

査」を実施し、令和３年３月に調査結果をとりまとめ公表した。 

《厚生労働省》 

 

 

・相談対応ツールや研修ツールを作成し、母子・父子自立支援

員等の専門性の向上及び相談支援体制の充実を図ることと

し、令和３年度予算に計上した。   

（令和４年度概算要求での改善状況） 

・フォローアップ等を踏まえ、ひとり親家庭への相談支援体制

の強化を図るため、①母子・父子自立支援員が、弁護士・臨

床心理士等のバックアップを受けながら相談支援を行える体

制づくり、②母子・父子自立支援員の業務を補助する職員の

配置、③夜間・休日の対応に必要な経費を新たに概算要求に

盛り込んでいる（概算要求額：164億円の内数）。 

 《厚生労働省》 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mhlw

.go.jp/content/1

1920000/00077517

5.pdf 

（母子・父子自立

支援員等による相

談支援体制の実態

に関する調査研究

報告書） 

※調査結果を踏ま

えた提言が、P147

～P149 に記載さ

れております。 

・こうした「ワンストップ化」や「プッシュ型」の

支援を実現するため、具体的には、支援を必要と

する人の便益（教育効果を含む。）となることを

第一として、各地方公共団体における福祉部局

と教育部局の連携強化・一体的体制の構築、個人

情報保護条例の改正や運用の見直し等により、

情報の一元化や連携を可能とし、支援を必要と

する人及びその予備軍の状況を適時・的確に把

握することを進めることが重要である。さらに、

支援へのアプローチを容易とするために、手続

【支援を必要とする人及びその予備軍の状況の

適時・的確な把握】 

・内閣府において、市町村を中心とする地方公共

団体におけるデジタル技術を活用した子供の

教育と福祉のデータの一元管理や連携に資す

る調査研究を行う（令和２年度第３次補正予算

を活用し、速やかに着手）。 

 

・同調査研究においては、文部科学省及び厚生労

 

 

・令和２年度第３次補正予算で措置された経費を用いて、文部

科学省及び厚生労働省を始めとする関係省庁の参画を得て、

「貧困状態の子供の支援のための教育・福祉等データベース

の構築に向けた調査研究」を実施し、支援が必要な貧困状態

にある子供を広く把握するとともに、把握した子供に対し、

プッシュ型で地域にある学習支援や居場所の提供などの支援

につなげていくためのデータベースのフォーマットのひな型

を令和３年度末までに作成する。 
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面での課題の整理、簡略化も必要である。 

 

働省を始めとする関係省庁の参画を得て、地方

公共団体による子供に関するデータの保有状

況、一元管理すべきデータ、要支援の子供を判

定する判定ロジックなどについて、個人情報保

護との関係も踏まえた調査研究を行う。 

（再掲）《内閣府》 

 

【手続面での課題の整理、簡略化】 

・子供に対する各種支援へのアプローチを容易

にするため、例えば、高等学校等就学支援金の

オンライン申請の際に別途提出を求めている

書面の提出を不要とするなど、申請に係る利便

性の向上など手続きの簡素化を図るとともに

制度の周知を行う。       

《文部科学省》 

 

・ＩＴ機器の活用を始めとしたひとり親家庭等

のワンストップ相談及びプッシュ型支援体制

の構築・強化を図る（令和２年度第３次補正予

算を活用し実施している）。  《厚生労働省》 

 

・令和３年度に作成するデータベースのフォーマットのひな形

を用いた実証等に必要な経費を令和４年度概算要求に計上し

た。（再掲） 

《内閣府》 

 

 

 

 

・高等学校等就学支援金の申請に当たっては、マイナンバー事務

手続きの見直しにより、次年度よりこれまで必須としていたマイ

ナンバーの写し等の提出を不要とする予定である。 

 

・高等教育の修学支援新制度を利用する際に必要な書類（誓約書）

を廃止した。 

《文部科学省》 

 

 

・ＩＴ機器の活用を始めとしたひとり親家庭等のワンストップ相

談及びプッシュ型支援体制の構築・強化を図ることとし、令和

２年度第３次補正予算に計上した。 

（令和４年度概算要求での改善状況） 

・フォローアップ等を踏まえ、令和２年度第３次補正予算で措置

した「ひとり親家庭等に対するワンストップ相談支援体制強化

事業」を引き続き実施できるよう、概算要求に盛り込んでいる

（概算要求額：164億円の内数）。 

また、「「ひとり親自立促進パッケージ」の推進について」（令和

３年４月 23日付け子家発 0423第１号）及び「ひとり親家庭へ

の支援体制の強化等について」（令和３年５月 20日付け子家発

0520第１号）を発出し、自治体に対し、ひとり親施策の周知徹

底や相談窓口体制強化の推進等を依頼した。 

なお、「「ひとり親自立促進パッケージ」の推進について」は、

ＨＰでも公表している。 

      《厚生労働省》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mhlw

.go.jp/stf/seisa

kunitsuite/bunya

/0000062967_0000

3.html 

（関連通知、関連

事業、等） 

・また、国においては、子供に対する直接支援や学

校外教育クーポンの制度化などの提案を踏ま

え、貧困の連鎖を断ち切る教育を実現するため

の学習支援のさらなる充実に向けた検討を行う

べきである。 

 

【学習支援のさらなる充実】 

・学習支援の更なる充実に向けて、地域住民等に

よる放課後等の学習支援活動を含む地域学校

協働活動や高校中退者等の学習支援等の取組

を充実する。 

《文部科学省》 

 

 

・地域住民等による放課後等の学習支援活動を含む地域学校協働

活動や高校中退者等の学習支援の充実を図ることとし、令和４

年度概算要求において、必要な経費を計上した。 

（令和４年度概算要求での改善状況） 

・地域学校協働活動が円滑かつ効果的に実施される体制づくりと

して、地域学校協働本部の数を 9,000本部から 10,000本部に拡

充。 
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・家庭環境等に関わらず学校に通う全ての子供

の学力を保障するため、引き続き、児童生徒に

応じたきめ細かな指導ができるよう、加配定数

の措置や外部人材の配置支援を通して学校の

指導体制の充実を図る。 

《文部科学省》 

・高校中退者等の学習支援について、補助対象自治体を６団体か

ら 20団体に拡充。 

 《文部科学省》 

 

 

 

 

・小学校における高学年の教科担任制や 35 人学級の計画的な整

備、児童生徒に応じたきめ細かな指導をするための教職員定数

の改善や、学校の事務・指導体制の充実を図るための学習指導

員、教員業務支援員（スクール・サポート・スタッフ）等の配

置充実に必要な経費を令和４年度概算要求に計上した。 

（令和４年度概算要求での改善状況） 

【教職員定数の改善】 

・小学校高学年における教科担任制の推進（+2,000人） 

・貧困等に起因する学力課題解消等のための加配定数の充実

（+475人） 

・小学校 35人学級の計画的な実施のための定数改善（+3,290人） 

＊令和４年度は第３学年の学級編成の標準を 35人に引き下げ 

                           等 

【支援スタッフの配置充実】 

・学習指導員の配置充実（＋3,100人） 

・教員業務支援員の配置充実（＋14,700人） 

・部活動指導員の配置充実（＋600人） 

《文部科学省》 
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を作成するため、より一層努力することにも合意・公表した。 

 

df 

 

【12 月 18 日ピン

ナップ資料】 

https://www.mod.

go.jp/j/press/ne

ws/2020/12/18a.p

df 

 

【２月９日公開資

料】 

https://www.mod.

go.jp/j/approach

/defense/nextfig

hter/index.html 

 

・これまでの国産航空機の開発・調達において、単

価やライフサイクルコストが年々上昇している

現状も踏まえ、防衛装備品移転三原則に沿った

国際共同開発が安全保障上のメリットもある点

を考慮し、これによって参加国間での開発・生産

コストとリスクの相互負担、さらには装備品の

相互運用性の向上を進めるとともに、国民に対

してロードマップなどを示した上で、開発・調達

の進捗状況の情報開示を行う必要がある。また、

開発費の高騰やスケジュールの遅延が生じた場

合に検証が行えるようにプロジェクト管理に努

めていくべきである。 

・開発経費や技術リスクの低減のため、米国及び

英国と協議を続け、協力の可能性を追求するとと

もに、米軍との相互運用性（インターオペラビリ

ティ）を確保するため、米国政府及び米国企業と

必要な協力を実施する。 

・次期戦闘機は、プロジェクト管理重点対象装備

品に指定されており、取得プログラムの目的や取

得方針、ライフサイクルコストなど、計画的にプ

ロジェクト管理を進めるために必要な基本的な

事項を定めた「取得戦略計画」を作成するととも

に、毎年度、取得プログラムの分析・評価を実施

し、その概要を公表することとしている。年次公

開検証での指摘も踏まえ、今後、開発経費や量産

単価について着実に検討を進め、具体的な開発ス

ケジュールとともに可能となったタイミングで

速やかに公表する。 

・加えて、ＥＶＭ管理手法（※１）やリスク分析

手法を導入し、コストの上昇やスケジュール遅延

といったリスクを低減していく。 

※１：プロジェクトの進捗により得られた成果

を、スケジュールとコストに係る計画値と比較・

分析することで、どの程度の差異が生じているか

を定期的に「見える化」するためのプロジェクト

管理手法 

・令和２年 12 月に、開発経費や技術リスクの低減のため、米国

及び英国と協力の可能性を追求するとともに、米軍との相互運用

性（インターオペラビリティ）を確保する旨の国際協力の方向性

を公表し、本方向性を踏まえて米英との協議を行っている。 

・令和３年８月に最新の取得プログラムの分析・評価を公表した

ところであるが、年次公開検証での指摘も踏まえて、開発経費や

量産単価、具体的な開発スケジュールについて着実に検討を進

め、可能となったタイミングで速やかに公表できるように努めて

いる。 

・令和２年 10 月に、機体担当企業として、三菱重工業株式会社

とＥＶＭ管理手法等を適用する契約を締結しており、着実な契約

履行管理に努めている。 

・事業管理の強化を図るため、外部の専門家による次期戦闘機に

係る事業管理支援及び開発総経費等の検討支援を得るための契

約手続きを実施中である。 

・ＥＶＭ管理手法やリスク分析手法は令和２年度及び令和３年度

開始する試作事業の執行段階で既に導入しており、同様に令和４

年度から開始予定の試作事業においても当該手法を適用し、開発

費やスケジュールの検証が行えるようプロジェクト管理に努め

る。 

・加えて、将来における新たな脅威への対応を長期

にわたって低コストで可能とするため、拡張可

能性や改修の自由度を確保していく必要があ

る。 

・次期戦闘機の開発に当たっては、拡張性や改修

の自由度を確保することが大前提であり、我が国

主導で開発に取り組むとともに、新たな装備品を

搭載できるスペースや電力量の確保に加え、オー

プンシステムアーキテクチャ（※２）を適用し、

レーダーなどの電子機器のソフトウェアの規格

化を図ることなどにより、適切なタイミングかつ

低コストで柔軟に能力向上ができるようにして

いく。 

・拡張性や改修の自由度を確保することを前提とする旨を対外的

に説明するとともに、次期戦闘機の機体の構想設計を引き続き進

め、エンジンの基本設計に着手等するため、令和３年度予算に開

発経費を計上している。 

（令和４年度概算要求での改善状況） 

・将来における新たな脅威への対応を長期にわたって低コストで

可能とするため、引き続き拡張性や改修の自由度を確保した設計
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※２：ソフトウェア、ハードウェア及び通信等の

規格化を図ることにより、大規模な改修を行うこ

となく、合理的なコストの範囲内で新規装置を取

り付けられるようにする仕組み 

を進める。 
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・業務運営の透明化等について、平成 27年度秋の

年次公開検証での指摘を受け、関係法人の適正

化や秘密保持事項の付帯を必要最小限にするな

どの取組がなされているが、その後の一般競争

の実施、入札者数、落札率などにおいて効果が現

れているとは言い難い。競争が生じにくいとい

った原子力関連事業の特殊性もあるが、競争が

行われるためのモニタリング強化及び条件設

定、また、競争に限らず業務の見える化など、管

理方法の変更によるコスト削減に努めるべきで

ある。 

・業務運営の透明化やコスト削減に向け、外部有

識者等から構成されるＪＡＥＡ契約監視委員

会において、「契約方法等の改善に関する中間

とりまとめ」（Ｈ28.７）以降の取組について評

価を行うとともに、当該評価結果も踏まえ、更

なる契約業務の改善方策をまとめ、方策につい

て令和３年度以降の契約から順次実践する。 

・弁護士や公認会計士等からなるＪＡＥＡ契約監視委員会にお

いて、文部科学省からのオブザーバー参加も得つつ、中間取

りまとめ以降の取組に係る評価を行い、その結果を踏まえ、

以下の対応を取っていくこととした。（令和３年９月 22日） 

①関係法人との関係適正化については、平成 30 年度までに定

義に該当する法人は解消したが、引き続き、ＪＡＥＡのＯＢ

が在籍することにより過度な金額や不必要な発注になってい

ないか等のモニタリングを継続するとともに、その状況を契

約監視委員会に報告する。 

②競争性の更なる向上について、新規参入を促す努力は一定の

効果が見られるが、原子力分野の業務の性質上、契約先が限

定されるものも多く、施設の点検・保守等のような契約では

毎年度同一仕様となることが多いことから落札率が高止まり

する傾向が強いと認められた。そのため、専門性や特殊性に

より一者応札が続く、一般競争入札ではコスト削減が見込ま

れないと判断される契約については、契約監視委員会への報

告・確認の下で、専門性を有しない一般的な業務と専門性や

特殊性のある業務を切り分けて発注し、前者の業務を一般競

争入札に付すとともに、後者の業務について競争性のある契

約（確認公募）に移行することにより、一層のコスト削減を

目指していく。 

③さらに、ＪＡＥＡ全体でコスト削減というアウトカムを最大

限追求し、公平性・透明性が確実に確保される契約方式を検

討することに加え、契約の妥当性、コスト削減・最適化を行

うため、経営企画部門と契約部門等が連携し、機能を強化す

る。 

「契約方法等の改

善に関する中間と

りまとめ」（Ｈ28.

７） 

https://www.jaea

.go.jp/02/press2

016/p16070501/s0

1.pdf 

 

・リサイクル機器試験施設（ＲＥＴＦ）について、

新たな活用方策が示されているが、時間軸を踏

まえたトータルコストの観点からもコスト削減

の方法について引き続き検討を要する。 

 

・新たなＲＥＴＦの活用方策案について、ライフ

サイクルコストも含めた外部有識者によるコ

スト評価を令和３年度にかけて実施し、合理的

な計画となるよう検討した上で地元自治体と

の調整や原子力規制委員会への申請を行う。今

後の設計、建設工事も含めコスト削減に努力す

る。 

・左記の対応方針を決定し、新たなＲＥＴＦの活用方策案につい

て、外部有識者によるコスト評価や原子力機構内における計画

の検討を実施しているところ。 

 

・日本原子力研究開発機構（ＪＡＥＡ）は今回取り

上げた事業に限らず、業務運営の計画性と透明

性の確保及び事業の効率性の向上に継続的に努

め、国民の理解の醸成と予算の適正化を図るべ

きである。 

・今般受けた指摘内容も踏まえ、原子力機構が今

後行う業務全体について、運営の計画性と透明

性の確保及び事業の効率性の向上に努める。 

・左記の対応方針に基づき、契約業務のさらなる改善やＲＥＴＦ

の検討に係る外部有識者の意見も踏まえた事前のコスト評価

の実施など、運営の計画性と透明性の確保及び事業の効率性の

向上に着実に努めているところ。 
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【漁業】 

・ 支援策の効果としての担い手の数の推移につ

いて、その対象者の就業類型等の別に把握・分

析・検証した結果を事業の設計に生かす。 

（スケジュール） 

・令和３年度中に検討を行い、令和４年度予算等

に反映させる。 

 

 

の見通しが示された。 

・このため、既存事業の効果としての担い手の数の推移や定着率

などについて地域別の分析・検証を行い、定着率の向上に資す

るよう令和元年度から取り入れた定着率に応じた支援に引き

続き取り組むとともに、新規就業者の確保と定着率の向上を図

る更なる対策を令和４年度概算要求に反映。 

 

【漁業】 

（令和４年度概算要求での改善状況） 

・就業初期の課題である知識・技術の習得を支援することで、他

産業からの参入を含め毎年２千人近い新規就業者を確保し（漁

家子弟以外が７割）、若年層の割合の改善に寄与してきた（39

歳以下の割合 14.6％(Ｈ15)→18.6％(Ｒ１)）。 

・一方で若年層を中心に労働力人口が減少していく中、今後も漁

業への新規就業を確保し年齢バランスのとれた就業構造とし

ていくには、既存事業における定着率（現状５年定着率５割）

の向上が課題であることが判明。 

・このため、長期研修に加えインターンシップ・トライアル雇用

や地域の就業環境改善の取組支援等、地域への定着促進（６割

に改善）を図る対策を令和４年度概算要求に反映。 

 

・全体として最大限の効果を上げる事業体系を確

立するため、人口動態や今後の農・林・漁業の目

指すべきビジョンから、将来の明確な「担い手」

像を描くとともに、各事業体系があるべき将来

の「担い手」像にいかに結びつくのかについて、

複数の事業のアウトカムの関係を図式化したモ

デルから事業体系を再検討すべきである。 

・また、農地などの資源のあり方を含めた目指すべ

きビジョンを描く際には、担い手の数のみなら

ず、所得や生産性の向上及び事業が寄与する付

加価値額を的確に測る定量的なアウトカムの設

定について検討すべきである。 

【農業】 

・食料・農業・農村基本計画に位置付けられた「担

い手」（効率的かつ安定的な農業経営）を育成・

確保する際に、各事業が、「担い手」の数も含

め、どのように寄与するのかを明確にする観点

から、各事業のアウトカムの関係を図式化し、

事業体系の再検討を行う。 

・その結果を踏まえて、各事業の成果をより適切

に把握、評価できるアウトカムを検討する。そ

の際、所得や生産性向上等のアウトカムの設定

も併せて検討する。 

（スケジュール） 

・令和３年度中に検討を行い、令和４年度予算に

反映させる。 

 

【林業】 

・森林・林業基本計画の検討に沿った「担い手」

を育成・確保をする際に、各事業が、「担い手」

の数も含め、どのように寄与するのかを明確に

する観点から、各事業のアウトカムの関係を図

式化し、事業体系の再検討を行う。 

・その結果を踏まえて、各事業の成果をより適切

【農業】 

（令和４年度概算要求での改善状況） 

・各事業のアウトカムの関係を図式化し、事業体系を再検討した

結果を踏まえ、令和４年度概算要求に反映。 

・各事業の成果をより適切に把握、評価できるアウトカムについ

ては、令和４年度概算要求では、担い手への農地集積率、40代

以下の農業従事者数及び農業法人経営体数に加え、高収益作物

導入等に取り組む集落営農の割合等を設定することを検討。 

 

 

 

 

 

 

 

【林業】 

（令和４年度概算要求での改善状況） 

・本年６月に閣議決定された森林・林業基本計画に基づく「担い

手」像や数に対応するため、事業体系に応じた政策評価指標の

見直しを行うとともに、アウトカムの関係を図式化し、事業体

系を再検討した結果、新規就業者の確保と定着率の向上が課題

であることを踏まえ、令和４年度概算要求に反映。 
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に把握、評価できるアウトカムを検討する。そ

の際、所得や生産性向上等のアウトカムの設定

も併せて検討する。 

（スケジュール） 

・令和３年度中に検討を行い、令和４年度予算に

反映させる。 

 

【漁業】 

・ 水産基本計画に位置付ける担い手（今後の漁業

生産を担っていく主体）を育成・確保する際に、

各事業が、「担い手」の数も含め、どのように寄

与するのかを明確にする観点から、事業のアウ

トカムの関係を図式化し、事業体系の再検討を

行う。 

・ その結果を踏まえて、事業の成果をより適切に

把握・評価できるアウトカムを検討する。その

際、所得や生産性向上等のアウトカムの設定も

併せて検討する。 

（スケジュール） 

・ 令和３年度中に検討を行い、令和４年度予算に

反映させる。 

 

・各事業の成果をより適切に把握、評価できるアウトカムについ

ては、政策評価の見直しに際して、定着率や生産性の向上に関

する指標を設定。 

 

 

 

 

【漁業】 

（令和４年度概算要求での改善状況） 

・事業のアウトカムの関係を図式化し、事業体系を再検討した結

果、年齢バランスのとれた漁業就業構造としていくには、定着

率の向上が課題であることを踏まえ、令和４年度概算要求に反

映。 

・このような就業構造の下、若者が地域に定着し活躍していくこ

とで、生産性の向上にも寄与することから、令和４年度予算よ

り、新規就業者数及び定着率に加えて、経営体あたり生産額を

アウトカムとして設定。 

 

 

 

・経営面から担い手を支援する「強い農業・担い手

づくり総合支援交付金」については、より効果的

かつ効率的な運営の在り方について検討を続け

るべきである。 

【農業】 

・より効果的・効率的な事業運営に向け、支援対

象者の経営発展を確実なものとするため、成果

目標の達成が難しいと見込まれる支援対象者

に対する指導を強化することとし、専門家等

（中小企業診断士、経営コンサルタント等）を

活用した指導・助言を実施する仕組みの導入を

行う。 

（スケジュール） 

・令和３年度中に実施。 

 

【農業】 

（令和３年度での改善状況） 

・「強い農業・担い手づくり総合支援交付金実施要綱」を一部改正

（令和３年４月１日）し、「対応方針」の仕組みを導入済み。 
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② 予算成立後、速やかに事業を開始。  gaiyou-49.pdf 

 

・なお、輸出に必要な証明書の申請・交付のワンス

トップ化や相談窓口の一元化について、受益者

の利便性の向上は道半ばであるところ、その在

り方について改善すべきである。 

【輸出に必要な証明書の申請・交付のワンストッ

プ化について】 

（対応方針） 

令和３年度末までに全ての輸出証明書を対象と

した一元的な輸出証明書発給システムを構築す

ることとする。 

（スケジュール） 

・令和２年度中： 

国税庁が所管する輸出証明書等を対象にシステ

ム化。 

・令和３年度中： 

残りの厚生労働省、地方自治体等が発行する衛生

証明書、漁獲証明書等を対象にシステム化 

 

【相談窓口の一元化について】 

（対応方針） 

① 蓄積された相談履歴情報を分析し、汎用性 

 の高い相談内容を基にＦＡＱを作成しＨＰに 

 て公表する。 

② 情報の秘匿性にも留意しつつ、相談履歴情報

を共有できるネットワークの範囲を拡大する

ことを検討する。 

（スケジュール） 

① 令和２年度末までに実施。 

② 令和３年度中に検討・実施。 

【輸出に必要な証明書の申請・交付のワンストップ化について】 

・ 一元的な輸出証明書発給システムの開発予算については、令

和２年度から令和３年度までの国庫債務負担行為として予算

措置済み。 

・ 事業者の利便性向上のため、システムにより発行する輸出証

明書の受取場所の拡大を図る取組を推進。 

（令和４年度概算要求の状況） 

証明書発給の利便性を向上させるため、手数料のオンライン納

付に向けたシステム改修等の予算を要求中。 

 

 

 

 

 

【相談窓口の一元化について】 

・ 更なる事業者の利便性向上を図るための対応方針について左

記のとおり決定。 

・ 令和３年３月に汎用性の高い相談内容をもとにＦＡＱを作成

しＨＰで公表。 

・ 相談履歴情報については、「輸出相談データベースシステム」

に蓄積し、個人情報を秘匿するシステム改修を実施（令和３年

６月）し、厚労省・国税庁・経産省・ＪＥＴＲＯ等へ共有。引

き続き、相談履歴情報の分析・活用を図る。 

【輸出証明書のイ

ンターネット申請

手続】 

https://www.maff

.go.jp/j/export/

e_shoumei/shoume

i_system.html 

 

 

 

 

 

 

 

【農林水産物・食

品の輸出に関する

相談窓口につい

て】 

https://www.maff

.go.jp/j/shokusa

n/hq/soudanmado.

html 

 

 

・各個別事業については、施策全体としての効果を

最大化すべく、今後の戦略に沿った事業毎の適

切なアウトカムの設定を行うとともに、効率的

かつ効果的な事業運営のあり方を検討し続けて

いくことが重要である。 

【効率的かつ効果的な事業運営について】 

① 輸出関連事業について、成果をより適切に把

握、評価できるように、各事業のアウトカムを

検討。 

② 輸出関連予算については、毎年「農林水産省

行政事業レビュー外部有識者会合」等の点検を

受けるとともに、その結果を踏まえ、事業運営

のあり方について、不断の検証と見直しを実

施。 

（スケジュール） 

① 令和３年度当初予算（案）を決定（12月）。 

② アウトカムの検討を令和３年３月までに行

う。 

【効率的かつ効果的な事業運営について】 

・ 事業の実施要領を策定する際、成果をより適切に把握、評価

できるアウトカムを検討し、令和３年３月に、アウトカムの見直

し及び事業体系の整理を含めた検討結果を農林水産省の HP で公

表した。 

【輸出関連予算の

アウトカム】 

 

http://www.maff.

go.jp/j/shokusan

/export/attach/p

df/zigyou-

gaiyou-49.pdf 
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（令和４年度概算要求での対応状況） 

 社会資本整備総合交付金（下水道広域化推進総合事業）について、下水道以外の汚

水処理施設と共同で事業を実施する場合の要件緩和を要求中。 

 社会資本整備総合交付金（下水道整備推進重点化事業）について、より実現可能性

の高いアクションプランの見直し等を行った市町村への交付対象の拡充を要求中。 

 

・社会資本整備総合交付金の趣旨を踏ま

え、都道府県構想に裏付けられた未普

及対策への支援は残しつつも、老朽化

に関する単純改築を対象とすべきか

など、見直しを進めるべきである。ま

た、汚水管改築に対する国費補助を段

階的に縮小するなど、持続可能なイン

フラ維持管理を促す観点から財政的

インセンティブの適正化を講じるべ

きである。 

・下水道事業（雨水対策・汚水対策）につ

いて、「雨水公費・汚水私費」の原則等

を踏まえ、雨水対策に重点化を行うた

め、汚水処理の管渠等に係る公費投入を

効率化。 

・社会資本整備総合交付金の支援対象と

なっていた老朽化対策としての雨水管

を除く汚水管の単純改築事業について、

原則として同交付金の支援対象外とし

た。また、それ以外の改築事業について

も、下水道法施行令による主要な管渠の

範囲の厳格化により、同交付金の支援対

象を縮小した。 

 社会資本整備総合交付金の支援対象となっていた老朽化対策としての雨水管を除

く汚水管の単純改築事業について、原則として同交付金の支援対象外とするととも

に、それ以外の改築事業についても、下水道法施行令による主要な管渠の範囲の厳

格化により、同交付金の支援対象を縮小するなどの見直しを行った。 

 この見直しに基づき、令和３年度以降の事業を適切に実施している。 
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の第三者の意見を求めるよう努め、第三者の意

見を公表することとする。 

・上記取組とあわせ、アウトカム目標が設定され

ていない計画については令和４年度から重点

配分対象外とするとともに、事後評価の結果に

ついては配分の際に考慮するよう制度設計を

行うこととし、その際、地方公共団体等の意見

も十分に踏まえるものとする。 

について」（平成 22 年３月 26 日付け国官会第 2317 号）を改正

し、地方公共団体等が実施する事後評価にあたって、より評価の

透明性、公正さを確保することを目的として、学識経験者等の第

三者の意見を求めるよう努め、当該意見を地域住民に対し公表す

ることを新たに規定した。 

 

・地方公共団体の自主性・自律性は尊重する必要が

あるが、各市町村の道路計画が、防災計画、土地

利用計画等との間で整合が図られているか、広

域的な道路計画に対して市町村間の連携がしっ

かりととれているかなどのチェックは行われる

べきである。特に災害リスクは重要であり、その

点を考慮した上で計画された道路整備事業に対

して重点的に配分を行うなど、地方公共団体に

よる防災対応へのインセンティブが働く仕組み

について検討すべきである。 

・上位計画との間で整合が図られているかなど

をチェックするため、事前評価チェックシート

に、整合を図る上位計画を記載する。また、重

点配分事業として、道路整備を実施する際、災

害リスクや広域的な道路計画を勘案すること

を要件化する。 

・左記の対応方針を踏まえ、「令和３年度予算における社会資本

整備総合交付金制度の見直しについて」（令和３年１月 26日国土

交通省道路局事務連絡）を発出し、事前評価チェックシートに整

合を図る上位計画を記載するよう地方公共団体へ通知した。 

・また、「社会資本整備総合交付金及び防災・安全交付金における

重点配分対象（「配分の考え方」）について」（令和３年１月 12日

国土交通省大臣官房社会資本整備総合交付金等総合調整室事務

連絡）において、重点配分事業として道路整備を実施する際、災

害リスクや広域的な道路計画を勘案することを要件化する旨を

地方公共団体へ通知した。 
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に効率的かつ効果的に支援が届くよう、補助金における加点措

置等の検討を進めている。 

 

 

 

・中小企業の抱える課題に対して、各種政策ツールの長所短所を

考慮の上、各種政策を実施している。例えば、事業承継・引継

ぎ支援において、事業承継・引継ぎ後の設備投資等の新たな取

組や事業引継ぎ時の専門家活用費用等については予算事業（補

助金）で支援し、予算事業（補助金）での対応が難しいＭ＆Ａ

後のリスクへの備えについては準備金の積立等を認める経営

資源の集約化に資する税制措置で支援。 

・予算事業の優先順位付け・選択と集中については、厳しい状況

に直面する中小企業の課題に対応するため、令和２年度第３次

補正予算、令和３年度当初予算において足下で必要な事業継続

のための支援を着実に実施してきたことを踏まえ、令和４年度

概算要求においては、事業再構築、承継・再生、生産性向上の

支援や取引適正化など中小企業等の雇用・技術といった経営資

源を活かし、事業価値の向上を実現するための施策について、

重点的に要求を行った。 

・また、予算配分の優先順位付けの適正化に向けた取組として、

各種補助金や制度の申請を全て電子化し、当該申請により蓄積

したデータを活用できる環境の整備を開始した。 

当該取組を通じ、予算事業の効率的な執行を行うとともに、予

算事業の効果および予算事業活用事業者についてのより精緻

な定量分析による政策評価・立案（ＥＢＰＭ）が可能となり、

より効果的な予算の選択と集中を実現していく。 

 

・各事業をみるとアウトカムそのものが設定され

ていない、あるいは実態を把握しているのか疑

問な事業もある。必要なデータがタイムリーに

取れていないこともある。また、サポイン事業を

含めて非採択企業との比較だけでなく、失敗例

についてもアウトカムとして把握すべき。 

・各予算事業について適切なアウトカムが設定

されているか再度精査するとともに、事業の効

果検証を十分に行えるよう、事業成果に関する

データの収集・分析を徹底する。 

・令和２年度第３次補正予算において計上した「事業再構築補助

金」においては、事業の成果を「事業者全体又は従業員一人当

たりの付加価値額を年率平均 3.0％以上増加」と設定するなど、

アウトカムを明確かつ客観的な指標に設定した。また、同補助

金の支給事業者にはローカルベンチマーク（企業の経営状態を

把握するためのツール）への財務情報及び非財務情報の登録を

求め、事業期間中及び事業期間後のデータの収集・分析が可能

となる制度とした。 

・サポイン事業について事業化率及び成果売上のアウトカム指標

が達成されなかった「失敗例」の原因分析を行い、大学・公設

試等と連携して研究開発を行う場合に限定して支援を行うこ

と、事業期間中の中間評価の結果を踏まえ、成果の期待できる

取組に支援を重点化すること、最新の研究開発状況の発信を行

い中小企業に対し事業化の機会を提供することなど、事業の改

善につなげた。また、令和４年度概算要求においては、サポイ
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ン事業を「成長型中小企業等研究開発支援事業」として要求

（162.6億円）。令和３年度に引き続き大学・公設試等との連携

を必須とし、その取組を支援する。また、定額補助の仕組みを

見直し、大学・公設試に対しインセンティブを付与する。 

・その他の適切なアウトカム設定に係る取組としては、令和３年

度当初予算の「中小企業・小規模事業者人材対策事業」内の「地

域中小企業人材確保支援事業」において、人材確保において重

要な成果指標である内定率をアウトカムに追加することで、事

業効果の最大化を図っている。なお、令和４年度概算要求でも

引き続きこの目標を掲げている。また、開業率を政策評価の測

定指標の一つとしている「地域の持続的発展のための中小商業

者等の機能活性化事業」においては、令和４年度概算要求にお

いて成果目標及び成果実績（アウトカム）指標の見直しを行い、

「商店街等において消費動向等のデータ収集を行った地域数」

や、「商店街において需要構造に合った供給体制の構築を行っ

た地域数」など、地域の持続的発展に資する具体的な取組の数

を成果目標及び成果実績（アウトカム）指標として設定してい

る。 

・事業成果に関するデータの収集・分析に係る取組としては、令

和３年度当初予算における「ものづくり・商業・サービス高度

連携促進事業」において、事業化等情報の収集を行う。また、

「地域の持続的発展のための中小商業者等の機能活性化事業」

においても、商店街等において前述のアウトカム指標を含む消

費動向等の収集・分析を行う予定。両事業ともに、令和４年度

概算要求においても、引き続き情報収集を行うこととしている

（「ものづくり・商業・サービス高度連携促進事業」は「ものづ

くり等高度連携・事業再構築促進事業」の中で要求）。 

 

 

・中小企業支援策には十分に効果が発現していな

い、あるいは効果の検証が不十分な事業も見受

けられる。事業を継続するとしても対象を適正

化して、効果を最大化させる工夫があって然る

べきである。 

・全ての事業について効果検証を徹底し、対象の

適正化等、事業効果を最大化するための工夫を

行う。 

 

・事業効果の最大化のための工夫について、当該レビューの対象

となった各補助金の対応は下記のとおり。 

①戦略的基盤技術高度化・連携推進事業（サポイン事業・ビジ

サポ事業） 

⇒大学・公設試等と連携した案件に対象を絞ることや、中間評

価で成果が期待できないと判断された事業の継続を不可と

する等の見直しを行う。 

・令和４年度概算要求においては、令和３年度に引き続き大

学・公設試等との連携を必須とし、その取組を支援すること

としている。また、定額補助の仕組みを見直し、大学・公設

試等に対しインセンティブを付与する（再掲）。 
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②中小企業・小規模事業者人材対策事業 

⇒成果指標として、事業への参加企業に係る内定率を追加する

ことで、事業効果の最大化に資する取組・検証を強化する。 

・令和４年度概算要求においても、令和３年度に引き続き、成

果指標（成果目標及び成果実績（アウトカム））として、地

域中小企業人材確保支援等事業における内定率 20%を掲げて

いる（再掲）。 

 

③ものづくり・商業・サービス高度連携促進事業 

⇒過年度に支援した取組の効果検証を開始するとともに、デジ

タル化・ＤＸなど複数者連携による波及効果の高い取組に支

援を重点化する等の見直しを行う。 

・令和元年度当初予算による事業が補助事業終了後１年を経

過したことに伴い、効果検証のため、事業化等情報の収集を

開始済。令和４年度概算要求においては、「ものづくり等高

度連携・事業再構築促進事業」において、事業者間でデータ

を共有・活用することで生産性を高める高度なプロジェクト

を支援することとしている（再掲）。 

 

④地域未来デジタル・人材投資促進事業 

⇒事業アウトカムを事業目的と直接的に関連する指標、具体的

には支援先企業の新事業創出の成否や従業員数の増加率に

設定する等、事業効果の最大化に資する取組・検証を強化す

る。 

・令和４年度概算要求においては「地域未来ＤＸ投資促進事

業」として要求し、支援スキームや事業内容の再検討・見直

しを実施。また成果目標及び成果実績（アウトカム）につい

ては、事業目的と直接に関連する①労働生産性の伸び率や、

②売上計上が予定される新製品・サービス等の件数割合等の

適切な指標を設定している。 

 

・また、この他の事業における代表的な対応は以下のとおり。 

・ＪＡＰＡＮブランド育成支援等事業 

⇒令和３年度より、事業効果を向上させるため支援パートナー

制度を導入。令和４年度概算要求においても、「海外展開の

ための支援事業者活用促進事業」に含まれる「ＪＡＰＡＮブ

ランド育成支援等事業」において、引き続き支援パートナー

の活用を促し、支援案件の質の向上を図ることで、事業効果
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の一層の向上を目指す。 

・アウトカム設定が事業間で一貫していない。中小

企業支援策全体で横串を刺せるような指標とし

て、参加企業の生産性向上や経営改善等への各

事業の寄与度が把握できるようにすべきであ

る。 

・予算事業の成果を最大化するため、適切なアウ

トカムの設定を行うとともに、事業成果に関す

るデータの収集・分析を徹底する。 

・ 事業間で一貫したアウトカム設定が行えるよう、予算事業に

おける基本的な指標を、①労働生産性の向上、②全要素生産

性の向上、③中小企業から中堅企業への成長、④海外展開の

促進、⑤開業率の向上とし、各予算事業について基本的には

これらの指標に基づくアウトカムの設定を行うこととした。

例えば、令和２年度第３次補正予算において計上した「事業

再構築補助金」においては、予算事業の成果を最大化するた

め、事業の成果を「事業者全体又は従業員一人当たりの付加

価値額を年率平均 3.0％以上増加」と設定するとともに、中

小企業から中堅企業への「卒業枠」を設け、①労働生産性の

向上、③中小企業から中堅企業への成長という指標から事業

の実績を把握できるようにした。 

・ 適切なアウトカムの設定や事業成果に関するデータの収集・

分析といった前述の取組とともに、事業間で一貫したアウト

カム設定のため、令和４年度概算要求においても、令和３年

度に引き続き、①労働生産性の向上、②全要素生産性の向上、

③中小企業から中堅企業への成長、④海外展開の促進、⑤開

業率の向上を、予算事業における基本的な指標としている。 
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・既存の省庁間（経済産業省、環境省及び国交省）

の役割分担についてはある程度明確化されてい

るが、引き続き省庁の垣根を越えて、関係省庁間

で緊密に連携し、洋上風力発電の導入促進に取

り組んでいくべきである。 

 

引き続き関係省庁間で緊密に連携して、洋上風力

発電の導入促進に取り組むこととする。 

【経済産業省・環境省・国土交通省】 

左記の方針を改めて関係省庁間で確認した。 

 

 

・スパー方式については、長崎五島の実証事業を経

て商用段階に入っており、今後は民間に委ねる

べき分野であることを踏まえ、環境省事業につ

いては、事業内容の抜本的な見直しを検討すべ

きではないか。併せて、官で担うべき分野につい

て改めて検討を行うべきである。 

 

今回のご指摘を踏まえ、環境省事業として地元の

理解醸成を目的とする浮体設置の補助事業につ

いては再検討することとし、長崎五島の事例の周

知等による理解醸成、早期普及に向けた調査等の

事業を実施することとする。 

 

【環境省】 

環境省事業として地元の理解醸成を目的とする浮体設置の補助

事業については令和３年度政府予算案に計上しないこととした。 

 

 

・風力発電のシェアは再生可能エネルギーの中で

も低い水準に留まっている。2050 年のカーボン

ニュートラルの達成に向けて、主要電源として

の風力発電の重要性、その中でもなぜ浮体式な

のか、産業化（アジア展開）等、今後の道筋を含

めて国民に説明を尽くすべき。 

左記を含め、官民で定める「洋上風力産業ビジョ

ン」において、洋上風力の産業競争力強化に向け

た基本戦略を早期に示した。加えて、長崎五島の

事例の周知等により国民の理解醸成を図る。 

【経済産業省・国土交通省】 

2020 年 12 月 15 日に開催した第２回「洋上風力の産業競争力に

向けた官民協議会」において「洋上風力産業ビジョン（第１次）」

を取りまとめ、この中で、 

○洋上風力発電は大量導入やコスト低減が可能であるとともに、

経済波及効果が期待されることから、再生可能エネルギーの主力

電源化に向けた切り札であること 

○特に今後の拡大が特に見込まれる浮体式をはじめとした技術

開発を加速化すること 

○気象・海象が似ており、市場拡大が見込まれるアジア展開も見

据えて、浮体式を中心に、商用化を常に見据えながら、次世代技

術開発等に取り組むこと 

につき、具体的取組の方向性を示した。 
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部を除き設備費のみに変更する。なお、令和３年度に掛かり増し

分の補助としていた設備については、引き続き掛かり増し分の補

助とする。 

・2050 年までに温室効果ガスの排出を全体として

ゼロにする、いわゆるカーボンニュートラルを

達成するために、エネルギー対策特別会計にお

いて、本補助事業を始めとした導入支援と再エ

ネルギー・カーボンリサイクル等の革新的技術

の研究開発とを比較考量し、より中長期的な成

果に結びつくような分野に重点化して国費を投

入できるよう、検討すべきである。 

・ご指摘を踏まえ、予算配分の見直しを検討す

る。 

（スケジュール） 

・令和３年度政府予算案に反映した。 

・令和４年度政府予算案に反映予定。 

・本補助事業については、支援対象の重点化を行った結果として、

予算を減額する一方、再エネ・カーボンリサイクル関連予算につ

いては増額し、重点化を図った。 

 

（令和４年度概算要求での改善状況） 

・令和３年度当初予算において既にご指摘事項反映済み。 

・令和４年度以降においてもこれを継続。 
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設整備への補助を引き続き行うべく、認定こども園施設整備交

付金に必要な予算を計上し、支援を実施している。令和４年度

概算要求においても引き続き、必要な予算を要求している。（文

部科学省） 

・また、預かり保育は待機児童の解消以外の目的も

有するため、待機児童が存在しない地方公共団

体を含む、全ての幼稚園において、安全な預け先

であるかなど預かり保育の質を評価すべきであ

る。 

・幼稚園における預かり保育について、学校評価

の評価項目・指標等として、預かり保育におけ

る幼児の負担や家庭との連携等への配慮とい

った、預かり保育の質に係る項目が例示されて

いることについて、令和２年度中を目途に改め

て周知する。 

・教育課程の基準等として文部科学省が定めている幼稚園教育要

領において、預かり保育に係る留意事項として、適切な責任体

制と指導体制を整備した上で行うようにすることを示してい

る。要領に基づく活動等の評価は、幼稚園に実施・公表が義務

付けられている自己評価などの学校評価を通じて行うことと

なるため、学校評価に係るガイドブック（令和３年３月公表）

において、預かり保育における評価項目・評価指標についても

記載し、教育委員会等の幼児教育関係者への周知を行ったとこ

ろである。今後、ガイドックの活用状況の把握を行う予定であ

る。（文部科学省） 

（参考）「幼児教育

の質向上につなげ

る学校評価ガイド

ブック」 

https://www.mext

.go.jp/content/2

0210511-

mxt_youji-

000014566_13-

1.pdf 

・私立幼稚園の預かり保育に対する補助金につい

て、通常の預かり保育を「開園日の半分以上の日

数、１日２時間以上開設」していれば基礎単価が

受け取れる仕組みとなっているが、ユーザー目

線で必要な開設日や開設時間が確保されている

とは言い難い水準である。基礎単価の要件とな

っている、平日の開設日数や開設時間数を増や

し、長期休暇中の実施も要件に含めることなど、

補助金の構造を見直すべきである。また、補助金

により保育者の処遇が改善しているかなど補助

金の効果も丁寧にモニタリングすべきである。 

・私学助成の預かり保育推進事業については、保

護者等の多様なニーズに対応できるよう、長時

間の預かり保育を行う幼稚園に対する補助単

価を充実するなど、支援内容の見直しを図る。 

・令和３年度当初予算において、保護者の活用を促進するため、

補助要件における開設時間や開設日数について、現行より多い

日時数となるよう基礎単価を設定するとともに、５時間以上の

預かり保育を行う園の加算単価の充実等を図った。（文部科学

省） 

・補助金の効果を把握するため、関係者との調整を始めたところ。

（文部科学省） 
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「令和の日本型学

校教育」の構築を

目指して～全ての

子供たちの可能性

を引き出す、個別

最適な学びと、協

働的な学びの実現

～（令和３年１月

26 日中央教育審

議会） 

https://www.mext

.go.jp/content/2

0210126-

mxt_syoto02-

000012321_2-

4.pdf 

・紙とデジタルが併存することで、過渡期ではより

多くの税金を投じなければならないことから、

教育関係者だけでなく行政改革の視点からも改

善が必要である。 

  

・紙の教科書と学習者用デジタル教科書の関係

も含めた今後の在り方については、経済団体等

の教育関係者以外も参加いただいている有識

者会議において、指摘を踏まえつつ検討を進め

ていく。（令和３年３月に中間まとめ、令和３年

６月に第一次報告が取りまとめられた。） 

 

・「学校教育法第三十四条第二項に規定する教材の使用について

定める件」（平成 30年文部科学省告示第 237号）に規定する上

記基準の撤廃を内容とする改正を行い、令和３年４月より、学

習者用デジタル教科書を各教科の授業時数の２分の１以上使

用することができることとした。 

 

・引き続き有識者会議において、児童生徒に対する教育の質を高

める上で、紙の教科書との関係をどのようにすべきかについ

て、全国的な実証研究や関連分野における研究の成果等を踏ま

えつつ、更には財政負担も考慮しながら、検討していく。 

 

（参考）学習者用

デジタル教科書の

使用を各教科等の

授業時数の２分の

１に満たないこと

とする基準の見直

しについて 

https://www.mext

.go.jp/b_menu/sh

ingi/chousa/shot

ou/157/toushin/m

ext_00001.html 

デジタル教科書の

今後の在り方等に

関する検討会議 

（第一次報告） 

https://www.mext

.go.jp/content/2

0210607-

mxt_kyokasyo01-

000015693_1.pdf 

・デジタル社会にふさわしい授業や教育の在り方

を検討し、これを可能にするオンライン授業な

どに関する各種規制の見直しや、必要となる教

職員の能力向上がさらに検討されるべきであ

る。 

 

・遠隔・オンライン教育を含むＩＣＴを活用した

学びの在り方については、現在、中央教育審議

会等においても議論いただいているところで

あり、今後、これらの議論や、規制改革会議等

の動きも踏まえつつ、発達段階に応じた遠隔・

オンライン教育の活用に向けて具体的な検討

・学びの在り方については、中央教育審議会において議論を重ね、

『「令和の日本型学校教育」の構築を目指して～すべての子供

たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの

実現～（答申）』（令和３年１月 26 日）において今後目指すべ

き学びの姿が示された。 

 

（参考）「当面の規

制改革の実施事

項」（令和２年 12

月 22 日 規制改

革推進会議） 

https://www8.cao
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を行い、制度的な措置を含め、必要な取組を進

める。 

 

・教師がＩＣＴを活用して指導する力を身に付

けられるようにすることや、その支援を行うた

め、現職教員や学校・教育委員会等に対しては、

独立行政法人教職員支援機構と連携した、各地

域でのＩＣＴ活用に関する指導者の養成研修

の実施や、各教科等の指導におけるＩＣＴの効

果的な活用に関する参考資料や解説動画の作

成・公表をしたところであり、引き続き必要な

取り組みを進める。 

 

・教員養成段階においては、平成 31 年４月から

ＩＣＴを用いた指導方法を必修とした新しい

教職課程が始まっているが、その内容のさらな

る充実に向け、教職課程におけるＩＣＴに関す

る科目の新設などについても中央教育審議会

において御議論いただいているところであり、

こうした検討状況を踏まえ、引き続き、学校現

場におけるＩＣＴの円滑な利活用が図られる

よう、必要な施策を積極的に推進していく。 

 

・「教育現場におけるオンライン教育の活用」（令和３年３月 29日

内閣府特命担当大臣（規制改革）及び文部科学大臣合意）や規

制改革実施計画（令和３年６月 18 日閣議決定）等も踏まえ、

引き続き、オンラインを活用し、教師等がより児童生徒等に寄

り添う質の高い教育が行われるよう、オンラインを活用した授

業の好事例を収集・周知すること等を通じて学校現場における

創意工夫が十分発揮されるよう、学校現場を後押ししている。 

 

・令和３年度においては、「ＩＣＴ活用教育アドバイザー」等によ

る学校の ICT環境整備の加速とその効果的な活用を一層促進す

るための専門的な助言・支援や、ＩＣＴを効果的に活用するた

めの指導事例等の教師向けオンライン研修プログラムの作成

等の取組を実施しているところ。また、令和４年度概算要求に

おいて、「ＩＣＴ活用教育アドバイザー」が１人１台端末環境の

本格運用を踏まえたＩＣＴ活用等に関する助言・支援等を行う

ための経費を計上。 

 

・令和２年 12 月、全国の学校における１人１台端末を活用した

学びを支援するため、「ＧＩＧＡ ＳｔｕＤＸ（ギガ スタディ

ーエックス）推進チーム」を文部科学省内に設置し、優れた活

用事例等の情報発信や、全国の学校設置者を対象とした説明会

を行い、端末の活用やその研修を促進するなど、教育指導面で

の支援活動を推進しているところ。 

 

・教員養成段階においては、平成 31 年４月からＩＣＴを活用し

た指導法を必修化していたところ、令和３年８月には教育職員

免許法施行規則を改正し、令和４年度以降の教職課程において

ＩＣＴに特化した科目を新設し、１単位以上の履修を義務化

し、さらなる充実を行った。 

.go.jp/kisei-

kaikaku/kisei/me

eting/committee/

20201222/201222h

onkaigi02.pdf 

 

 

（参考） 

「ＩＣＴ活用教育

アドバイザーにつ

い て 」

https://www.mext

.go.jp/a_menu/sh

otou/zyouhou/det

ail/1369635.html 

 

「ＳｔｕＤＸ Ｓ

ｔｙｌｅ（スタデ

ィエックス スタ

イル）」 

https://www.mext

.go.jp/studxstyl

e/ 

 

「教職課程におけ

る教師のＩＣＴ活

用指導力充実に向

けた取組につい

て」 

https://www.mext

.go.jp/content/2

0201113-

mxt_kyoikujinzai

01-000011039-

5.pdf 

「教職課程におけ

る教師のＩＣＴ活

用指導力充実に向

けた取組につい

て」 

https://www.mext

.go.jp/content/2

0201113-
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mxt_kyoikujinzai

01-000011039-

5.pdf 

教育職員免許法施

行規則等の一部を

改正する省令の施

行等について 

https://www.mext

.go.jp/b_menu/ha

kusho/nc/mext_00

030.html 

 

・教員の養成については、都道府県ごとに教員に対

するＩＣＴ研修に大きな差が生じており、所期

の目的の実現可能性に疑義が生じている。研修

についての取組が不足しているところには文部

科学省としてもしっかりと働きかけを行うべき

である。 

  

・研修についての取組が不足している教育委員

会に対しては、ＩＣＴ活用に関する専門的な助

言や研修支援などを行う「ＩＣＴ活用教育アド

バイザー」の派遣等を通じた研修の働きかけを

行うことも含めて、引き続き、教師がＩＣＴを

活用して指導する力を身に付けられるように

することや、その支援を行っていく。 

 

・令和３年度においては、「ＩＣＴ活用教育アドバイザー」等によ

る学校のＩＣＴ環境整備の加速とその効果的な活用を一層促

進するための専門的な助言・支援や、ＩＣＴを効果的に活用す

るための指導事例等の教師向けオンライン研修プログラムの

作成等の取組を実施しているところ。また、令和４年度概算要

求において、「ＩＣＴ活用教育アドバイザー」が１人１台端末環

境の本格運用を踏まえたＩＣＴ活用等に関する助言・支援等を

行うための経費を計上。 

 

・令和２年 12 月、全国の学校における１人１台端末を活用した

学びを支援するため、「ＧＩＧＡ ＳｔｕＤＸ（ギガ スタディ

ーエックス）推進チーム」を文部科学省内に設置し、優れた活

用事例等の情報発信や、全国の学校設置者を対象とした説明会

を行い、端末の活用やその研修を促進するなど、教育指導面で

の支援活動を推進しているところ。・左記対応方針を決定した。 

 

（参考） 

「ＩＣＴ活用教育

アドバイザーにつ

いて」

https://www.mext

.go.jp/a_menu/sh

otou/zyouhou/det

ail/1369635.html 

 

「ＳｔｕＤＸ Ｓ

ｔｙｌｅ（スタデ

ィエックス スタ

イル）」 

https://www.mext

.go.jp/studxstyl

e/ 

 

・児童生徒一人一台端末の整備や学校ネットワー

クの環境整備に係るアウトカムやアウトプット

については、所期の目的や事業内容が同様のも

のである事業があるにもかかわらず、設定して

いるアウトカムやアウトプットが異なってお

り、整理ができていない。こうしたアウトカム、

アウトプットについては、事業が学校種別ごと

に縦割りになっているという現状を改めて、所

期の目的の達成状況や事業の効果の測定に資す

る適切な指標となるよう、精査するべきである。 

  

 

・児童生徒１人１台端末の整備や、学校ネットワ

ークの環境整備に係るアウトカム・アウトプッ

トについては、令和３年度の行政事業レビュー

シート作成時までに、事業全体での指標の統一

や、より適切な指標の設定などについて再検討

を行う。 

・令和３年度の行政事業レビューシートでは、アウトカムやアウ

トプット指標について、設置者種別（国・公・私）に関わらず、

同様の指標を設定するとともに、アウトカムについては新たに

「ＩＣＴを活用した授業頻度（ほぼ毎日）を 2023 年度までに

100％にする」を共通の指標として設定した。 

 

・加えて、アウトカム指標については、外部有識者からの指摘を

踏まえ、児童がＩＣＴを活用しているかを測定する指標（「小

学校の５年生までに受けた授業で、コンピュータなどのＩＣＴ

をどの程度使用しましたか。」で「ほぼ毎日」の回答割合：全

国学力・学習状況調査）を新たに追加した。 
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・学習者用デジタル教科書普及促進事業について

は、紙からデジタルへ切り替えを進めていく上

で、標準化などを進めて、より少ない予算でより

教育効果が上がるよう、遅滞なく検討を進めて

いくべきである。 

  

 

・デジタル化の導入による効果の最大化を図って

いくことが重要であることから、各事業内容を

精査して事業の更なる効率化や予算規模の適正

化を追求する必要があり、こうした努力を不断

に行っていく必要がある。 

  

・学習者用デジタル教科書の今後の在り方につ

いては、標準的な機能や仕様の在り方も含めて

有識者会議において検討を進めているところ

であり、こうした検討を踏まえデジタル教科書

の普及促進を図っていく。（令和３年３月に中

間まとめ、令和３年６月に第一次報告が取りま

とめられた。） 

 

・デジタル教科書が今後さらに普及し、紙の教科

書と同等のものとして定着するには、デジタル

教科書を学校現場において大規模に使用しつ

つ、多数の教科で大人数が使用する場合のクラ

ウド配信に係るフィージビリティ検証や、教育

効果の分析・最大化のための実証を行う必要が

あるが、こうした取組の実施に当たっては、関

連事業相互の重複を避ける等、事業の精査をし

つつ、普及促進を図る。 

・令和３年度以降の実証研究をより有効に行い、実際に学習者用

デジタル教科書を導入した学校で、どのような活用がされたの

かや発達の段階・教科等の特性に応じたデジタル教科書の使用

による効果・影響を分析するなど、デジタル教科書に関するよ

り多くの成果を得られるようにする。 

 

・この実証事業の成果等を踏まえ、引き続き有識者会議において

紙の教科書とデジタル教科書の関係を含む学習者デジタル教

科書の今後の在り方を検討していく。 

 

・学習者用デジタル教科書に標準的に備えることが望ましい最低

限の機能や操作性等、過年度のデジタル教科書を使用できるよ

うにするための方策など、デジタル教科書の普及促進に向けた

技術的な課題について議論するワーキンググループを令和３

年７月から開催している。現在民間事業者ごとに異なる機能や

操作性等が今後標準化されれば、児童生徒の学習効率が上が

り、ひいては教育効果の向上に貢献できる。 

 

・学習者用デジタル教科書普及促進事業について、事業規模につ

いて見直し、概算要求時点では約 52 億円規模で要求していた

ところ、予算案では約 22 億円規模に縮小するなど、令和３年

度予算に反映した。 

 

・令和４年度概算要求においては、関連事業相互の重複を避ける

などの事業の精査をしつつ、デジタル教科書を学校現場におい

て大規模に使用しつつ、本格的な導入を見据えたクラウド配信

に関するフィージビリティ検証や、教育効果の分析・最大化の

ための実証、把握した教育効果を踏まえて、より効率的にデジ

タル教科書を活用した教師の指導力を向上させるための指導

法の研究・実践・発信、より効率的に事務的手続きを行うため

のデジタル化に対応した教科書制度の見直しに向けた調査研

究に係る経費を計上している。 

 

（参考） 

デジタル教科書の

今後の在り方等に

関する検討会議

（第一次報告） 

https://www.mext

.go.jp/content/2

0210607-

mxt_kyokasyo01-

000015693_1.pdf 

・障害を持つ児童生徒や病気にかかっている児童

生徒に対して、デジタルを使って教育をサポー

トすることが今まで以上に可能となることか

ら、アクセシビリティの改善に関する指標をロ

ジックモデルやアウトカム指標などに設定する

べきである。 

  

  

・障害のある児童生徒等に対するアクセシビリ

ティの改善に関する指標の設定については、令

和３年度の行政事業レビューシート作成時ま

でに、初期アウトカムに関連する指標を追加す

るなどの具体的な検討を行う。 

・令和３年度の行政事業レビューシートの成果目標及び成果実績

（アウトカム）に、「障害のある児童生徒に対して、障害に応じ

たＩＣＴを活用した支援の実施状況を 2023 年度までに 100％

にする」を記載した。 
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・ＧＩＧＡスクール構想に係る各種施策について

は、令和３年度予算の成立後には、レビューシー

トを分散せず一覧性が確保できるよう、改善す

るべきである。 

  

・各事業の当初の事業目的や達成状況が分かり

にくくなるため、レビューシートの事業単位は

現行のとおりの整理とするが、レビューシート

の一覧性の確保については、レビューシートご

との関連が分かるよう、シートに記載されてい

る「関連事業」欄を再度精査するとともに、補

足資料の添付など分かりやすい資料の構成と

なるような工夫について、令和３年度の行政事

業レビューシート作成時までに検討を行う。 

・令和３年度の行政事業レビューシートにおいて、シートに記さ

れている「関連事業」欄の精査をするとともに、ＧＩＧＡスク

ール構想の各種施策とレビューシートの対応関係を整理した

補足資料を添付することで、一覧性の確保の手立てを講じた。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年「通告」の指摘事項に対する各府省の対応状況 

（令和３年 11 月５日現在） 
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・また、これまでの行政事業レビューでの指摘を踏

まえて一元化を進めてきた訪日プロモーション

の成果について、国民一般にわかりやすい形で

示していくことは重要であり、行政事業レビュ

ーシートの「成果目標及び成果実績（アウトカ

ム）」において、事業の成果を具体的に記載する

ことで国民一般が実感できるよう努めるべきで

ある。 

・事業の成果については、行政事業レビューシー

トの「成果目標及び成果実績（アウトカム）」に

おいて、定量的な成果指標として「ソーシャル

ネットワークページのファン数」を設定してい

るところ。今後、訪日プロモーションの執行機

関である独立行政法人国際観光振興機構の第

四期中期目標（５か年）等との整合を図りつつ、

具体的に記載することについても検討する。 

（令和４年度概算要求での改善状況） 

・左記検討の結果、行政事業レビューシートの「成果目標及び成

果実績（アウトカム）」として、「訪日旅行商品の販売、造成の

商談件数」及び「招請メディアが作成した番組・記事の接触者

数」を追加。 

 

・中期目標･中期

計 画 ･年 度 計 画

https://www.jnto

.go.jp/jpn/about

_us/reports/plan

ning_reports.htm

l 
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・また、予算の繰越しや不用の発生が常態化してい

るところ、それらの理由を精査し、予算執行の適

正化を図るべきである。 

・近年の繰越及び不用については、入札残のほ

か、事業計画が未熟であったため、採択の遅れ

や事業計画の中止によるものである。事業計画

の精緻化のため、平成 30 年度より翌年度要望

事業にかかる事業計画の事前ヒアリングを９

月頃に行うなど、適正執行に向けた取組を行っ

てきたところ、繰越額及び不用額は減少してい

る。引き続き、予算の早期執行に努め、繰越額

及び不用額の縮減に努める。 

 

（スケジュール） 

来年度以降の事業計画においても、引き続き、

これら取組を実施し、計画の精緻化を徹底す

る。 

・今年度も翌年度要望事業にかかる事業計画の事前ヒアリングを

10月から実施予定である。引き続き適正執行に向けて、予算の

早期執行に努め、繰越額及び不用額の縮減に努める。 
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めの指標とは言い難い。上記の検証結果も踏ま

えつつ、適切な指標を設定すべきである。アウト

プットについても、事業の活動指標として広報

の充実等に関する指標の設定も検討すべきであ

る。 

ど、アウトカムの見直しについて報告を行い、検証結果は妥当

であるとの評価をいただいた上で、「アウトカムの見直しがな

されていることは評価できる」旨のコメント等がなされた。判

定結果は、事業内容の一部改善。 

 ※ロジックモデル：政策の実施により、その目的が達成される

までの論理的な因果関係を明示したもの 

 

・これらの経緯を踏まえ、令和３年度の行政事業レビューシート

におけるアウトカム及びアウトプットについては、調査研究に

係る指標のみならず、地域住民の安全・安心や理解醸成に係る

指標を新たに盛り込んだ。引き続き事業内容の精査・改善を進

めているところ。 
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業の実施に努めるべきである。 

・他の研究開発事業についても、同様の視点で不断

に事業の見直しを実施すべきである。 

（対応方針） 

・研究開発事業については、技術の開発段階等も

勘案して、民間企業への裨益が大きいと見込まれ

る場合には、原則、補助事業として自己負担の導

入を徹底することで、効率的・効果的に事業を実

施する。 

（スケジュール） 

令和３年度政府予算に引き続き令和４年度政府

予算案についても同様に、適切に反映するととも

に、令和５年度予算以降も同様の方針をもって事

業設計、予算要求を行う。 

令和３年度政府予算案の編成過程で、新規の委託事業について

は、委託から補助への変更や将来的な補助への切替えを検討し、

民間企業への裨益が大きいと見込まれた事業は、事業スキームの

見直しを実施した。 

 

（令和４年度概算要求での改善状況） 

令和４年度概算要求においても、同様の観点から見直しを実施し

た。 
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・「学校教育段階からの原子力・エネルギーに対す

る理解増進」といった事業の目的に照らし、再エ

ネルギー等原子力以外の分野に関しても、これ

まで以上に教育内容に含めるべきである。その

際、同じ費用でより大きな成果が得られるよう、

例えば、施設見学への重点化を図るなど効率性

の観点も踏まえつつ、教育内容について教育部

局や関係省庁とより連携した取組を推進すべき

である。 

・本事業を実施した各地方公共団体における実

施内容等の分析結果を踏まえ、本事業における

再生可能エネルギー等に関する教育や、施設見

学に係る情報を含めて令和３年 10 月頃を目途

に広く共有・展開することで、地方公共団体に

有効性の高い取組を促すとともに、関係部署と

の共有・連携に向けて検討する。 

・これまでに本事業を実施した各地方公共団体における実施内容

等の分析結果をまとめた事業内容の分析資料及び、令和２年度

に本事業を実施した地方公共団体から聴取した好事例及び地

域の特色ある取組事例をまとめた好事例等の紹介資料におい

て、再生可能エネルギー等に関する教育や、施設見学に係る情

報を含めて令和３年 10 月に全都道府県へ展開・共有する予定

である。引き続き、交付先都道府県から聴取する意見を踏まえ

る等により、関係部署との共有・連携を含め、より有効性の高

い取組みを促していくことに努める。 

 

・アウトカムについて、現行では、理解が促進され

た地方公共団体数を指標としており、アウトプ

ットにすぎない。国民への説明責任を果たして

いく観点や事業の成果や達成状況をより適切に

評価して必要な改善につなげていくことが可能

となるよう、学校教育段階における理解の増進

度合いを指標とすべきである。また、全国での実

施状況に関して、全市町村でのカバー率といっ

た指標についても追加するよう、検討すべきで

ある。 

・今般の指摘及び上記の分析結果を踏まえ、来年

度以降の行政事業レビューシートにおいて改

善を検討する。 

・今般の指摘を踏まえ、令和３年度行政事業レビューシートにお

いて、本交付金事業に参加した児童・生徒、教員等に対する原

子力その他のエネルギーに関する理解の促進度合いを問うア

ンケート等を踏まえた指標とするよう見直しを行った。 

 

【新指標】交付金事業で整備した教材を使用した授業や施設見

学等に参加した児童・生徒、教員等に対して各地方公共団体

において実施した、原子力その他のエネルギーに関する理解

の促進度合いを問うアンケート等を踏まえ、各地方公共団体

が算出した理解の促進度合いの平均値[%] 

 

・令和３年度行政事業レビューシートにおいて、全国での実施状

況を示す指標として、全都道府県に占める本交付金事業を実施

したことがある都道府県の割合を追加した。 
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度から、見直し検討・団体調査などを実施。 

・日本学術会議ホームページ上における「加入国際学

術団体に関する調査票」の掲載の在り方を見直すな

どの検討を行い、当該団体に加入する意義等につい

て、国民により分かりやすいものとなるよう広報に

努める。 

行っている。 0215.html 

 

日本学術会議

パ ン フ レ ッ

ト: 

http://www.s

cj.go.jp/ja/

scj/print/pd

f/p2021.pdf 
・加入する国際学術団体の決定等については、現

状、内部の委員を中心とした分科会委員により

実施されているが、外部有識者による検証を検

討するなど、透明性・公正性・中立性をさらに高

める方策を検討するべきである。 

・加入する国際学術団体の決定等について、透明性・

公正性・中立性をさらに高めていくため、期ごとの加

入国際学術団体の見直しにおいて、外部有識者の視

点を活用した検証を入れる。 

・令和３年度以降期ごとに対応。 

・期ごとの加入国際学術団体の決定等に関する国際委員会国際対

応戦略立案分科会の審議に際し、外部有識者の参加を決定した。

現在、選出された外部有識者への具体の業務依頼準備を進めてい

る。 

 

 
  








